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12月　アリーナ町民開放日

文化センターガイド

◎＝全面　　○＝半面　　休＝休館日
（時間帯は18:00〜21:00です）

日

日
区　

分

１ ２ ３ ４ ５ ６ ７ ８ ９ 10 11 12 13 14 15

19 21 22 23 25 26 27 28 29 30

水 日土金 火 水月日土金 木

月土 火 水 金木 火 水 金木月日土 土日
20

区　

分

月木 木

17 18 24 31

問い合わせ先
釧路圏摩周観光文化センター　☎482-1811

16
金

日
１

○

◎

家
族
介
護
者
教
室
で
筋

力
向
上
体
操
に
挑
戦

　

家
族
介
護
者
教
室
を
開
催
し
ま

す
。今
回
は「
い
き
い
き
百
歳
体
操
」に

挑
戦
。座
っ
て
お
も
り
を
利
用
す
る

だ
け
で
、
簡
単
に
筋
力
を
向
上
で
き

ま
す
。家
族
を
介
護
し
て
い
る
方
や

介
護
を
受
け
て
い
る
方
な
ど
、
た
く

さ
ん
の
方
の
参
加
を
お
待
ち
し
て
い

ま
す
。

▼�

日
時
／
12
月
10
日
㈯　

13
時
～
14

時
▼
場
所
／
町
公
民
館　

２
階　

講
堂

▼�
そ
の
他
／
手
足
に
付
け
る
お
も
り

を
お
持
ち
の
方
は
、
ご
持
参
く
だ

さ
い
。

❑ 

問
い
合
わ
せ
先
／
役
場
健
康
推
進

課
地
域
包
括
支
援
係
☎
４
８
２
‐

２
９
３
５（
課
直
通
）

災
害
時
要
援
護
者
の
登

録
を
行
っ
て
い
ま
す

　

町
で
は
、
日
常
に
お
け
る
地
域
の

見
守
り
や
災
害
時
に
支
援
の
必
要
な

方
の
把
握
の
た
め
、
台
帳
へ
の
登
録

を
随
時
、受
け
付
け
て
い
ま
す
。台
帳

に
登
録
さ
れ
た
方
の
情
報
は
、
ご
本

人
の
了
解
の
も
と
、
事
前
に
地
域
や

関
係
行
政
機
関
に
提
供
し
、
日
々
の

見
守
り
活
動
や
災
害
時
の
安
否
確

認
、避
難
支
援
に
役
立
て
ま
す
。

　

災
害
時
な
ど
に
一
人
で
避
難
す
る

こ
と
が
で
き
な
い
恐
れ
が
あ
り
、次
の

い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
方
の
う
ち
、希

望
、ま
た
は
同
意
し
て
、台
帳
へ
登
載

さ
れ
た
方
が「
避
難
行
動
要
支
援
者（
災

害
時
要
援
護
者
）」と
な
り
ま
す
。

①�

要
介
護
状
態
区
分
が
要
介
護
３
・

要
介
護
４
・
要
介
護
５
の
方

②�

身
体
障
害
者
１
級
ま
た
は
２
級
の

方（
心
臓
の
み
、腎
臓
の
み
に
障
が

い
が
あ
る
方
を
除
き
ま
す
）

③�

65
歳
以
上
の
方
の
み
の
世
帯

④
療
育
手
帳
が
Ａ
判
定
の
方

⑤�
精
神
障
害
者
保
健
福
祉
手
帳
の
交

付
を
受
け
て
い
る
障
害
等
級
１
級

の
方

⑥�

そ
の
他
、
町
長
が
必
要
と
認
め
る

方
❑ 

問
い
合
わ
せ
先
／
役
場
福
祉
こ
ど

も
課
社
会
福
祉
係
☎
４
８
２
‐
２

　

９
２
１（
課
直
通
）

て
し
か
が
国
際
交
流
会

ト
ー
ク
シ
ョ
ー
開
催

　

て
し
か
が
国
際
交
流
会（
Ｔ
Ｉ
Ａ
）

で
は「
も
っ
と
外
国
を
知
ろ
う
プ
ロ

グ
ラ
ム
・
第
22
回
ト
ー
ク
シ
ョ
ー
」を

開
催
し
ま
す
。

　

今
回
の
ゲ
ス
ト
は
川
湯
小
学
校
長

の
川
島
眞
澄
さ
ん
。「
イ
ス
ラ
ム
の
世

界
・
ア
ラ
ブ
首
長
国
連
邦
で
暮
ら
し

て
」と
題
し
て
、首
都
ア
ブ
ダ
ビ
の
日

本
人
学
校
で
３
年
間
勤
務
し
て
い
た

際
の
見
聞
を
お
話
し
い
た
だ
き
ま

◎ ◎

団体セミナー

今月の主な行事予定
10日
11日

ジュニアアスリートコンディショニング教室
忘年ソフトテニス大会

17～19日

休

火
休 休

休 休

○

休 休 休

す
。

　

な
お
、
今
回
か
ら
開
催
日
が
日
曜

日
に
変
更
さ
れ
ま
す
。

▼�

日
時
／
２
０
１
７
年
１
月
15
日
㈰

13
時
30
分
～
16
時

▼
場
所
／
川
湯
ふ
る
さ
と
館

▼�

参
加
料


中
学
生
以
上
の
方
／
５
０
０
円


小
学
生
以
下
の
方
／
３
０
０
円

❑�

問
い
合
わ
せ
先
／
て
し
か
が
国
際
交

流
会�

黒
石
☎
４
８
２
‐
６
６
８
８
、

須
藤
☎
４
８
２
‐
４
８
２
４
ま
で
。

保
健
所
で
心
の
健
康
相

談
を
行
っ
て
い
ま
す

　

釧
路
保
健
所
で
は
、保
健
師
や
精
神

※12月30日㈮～１月５日㈭は休館です。
11月13日現在の予定ですので、町民開放利用を希望する方は、
文化センターにあらかじめお問い合わせください。

科
医
師
に
よ
る
心
の
健
康
相
談（
精
神

保
健
福
祉
相
談
）を
行
っ
て
い
ま
す
。

▼�

保
健
師
に
よ
る
相
談（
電
話
・
面
接
）

　

�

／
月
～
金
曜
日
の
９
時
～
17
時

▼�

精
神
科
医
師
に
よ
る
相
談（
面
接
）

　

／
12
月
16
日
㈮　

14
時（
要
予
約
）

▼
場
所
／
釧
路
保
健
所
２
階
相
談
室

❑ 

予
約
・
問
い
合
わ
せ
先
／
釧
路
保

健
所
精
神
保
健
福
祉
係
☎
０
１
５

　

４

１
２
３
３（
代
表
）ま
で
。

休
日
公
証
相
談
を
行
い

ま
す

▼�

日
時
／
12
月
23
日
㈮（
天
皇
誕
生

日
）　

10
時
～
16
時

▼�

場
所
／
釧
路
公
証
人
役
場（
釧
路

市
末
広
町
７
丁
目
２　

金
森
ビ
ル
）

▼�

相
談
内
容
／
遺
言
、相
続
、任
意
後

見
、尊
厳
死
宣
言
、お
金
の
貸
し
借

り
、
賃
貸
借
、
離
婚
に
伴
う
養
育

費
・
慰
謝
料
・
財
産
分
与
な
ど
。

▼
相
談
料
／
無
料

▼�

申
し
込
み
方
法
／
相
談
を
希
望
さ

れ
る
方
は
、
12
月
22
日
㈭
ま
で
に

電
話
で
予
約
し
て
く
だ
さ
い
。

❑ 

予
約
・
問
い
合
わ
せ
先
／
釧
路
公

証
人
役
場
☎
０
１
５
４

１
３
６

　

５
ま
で
。

エ
ル
タ
ッ
ク
ス
で
電
子

申
告
を
し
ま
せ
ん
か

　

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
を
利
用
し
た
申

�今月の休館日
　（�５、６、12、13、
　 �19、20、25、26、

27、28、29、30、
31日）

10時〜17時（水・木・金・土・日）

�小・中・高校生／無料

一般／540円（税込み）
毎月第２・４土曜日は

無料開放日！

☎４８３‐２０７２
12月

開館時間休館日

利用料

初心者水泳教室（一般成人）

　◇日時／４、11日　　　　　　　　　�14時〜14時45分

がんばれ水泳教室（25メートル泳げる成人）

　◇日時／２、⑦、９、⑭、16日　　　�14時〜14時45分

※○は送迎バスあり（13時05分　公民館前発）

水中運動教室（一般成人）

　◇日時／①、３、⑧、10、⑮、17日�� 14時〜14時45分

※○は送迎バスあり（13時05分　公民館前発）

水中ジョギング教室（一般成人）

　◇日時／７、14日　　　　　　　10時30分〜11時15分

幼児・小学生父母教室（幼児・小学生教室参加の保護者）

　◇日時／３、10、17日　　　　　10時30分〜11時15分

小学生水泳教室（初めて水泳を習う小学生）

　◇日時／３、10、17日　　　　　�10時30分〜11時15分

フリー教室（町内在住の65歳未満の方）

　◇日時／１、２、８、９、15、16日　　　�10時〜正午

選手コース（摩周スイミングスクール所属）

　◇日時／�１、２、３、４、７、８、９、10、11、14、

15、16、17、18、21、22、23、24、28、29、

30日　　　　　　　　　　　　　�15時〜17時

※�上記はあくまでも各教室のお知らせです。一般の方
も、ぜひ、お気軽にプールをご利用ください。

告「
エ
ル
タ
ッ
ク
ス
」は
、
北
海
道
の

法
人
道
民
税
・
法
人
事
業
税
・
地
方
法

人
特
別
税
、
市
町
村
の
法
人
市
町
村

民
税
・
個
人
住
民
税（
給
与
支
払
報
告

書
）・
固
定
資
産
税（
償
却
資
産
）の
申

告
や
申
請
、
届
け
出
に
利
用
で
き
ま

す
。窓
口
に
行
か
ず
に
、ご
自
宅
や
会

社
の
パ
ソ
コ
ン
か
ら
簡
単
に
申
告
す

る
こ
と
が
で
き
ま
す
の
で
、ぜ
ひ
、ご

利
用
く
だ
さ
い
。詳
し
く
は
、ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ
で
ご
確
認
く
だ
さ
い
。

❑ 

問
い
合
わ
せ
先
／
札
幌
道
税
事
務

所
税
務
管
理
部
☎
０
１
１
‐
２
０
４

　

�‐
５
０
８
３
、釧
路
総
合
振
興
局
課

税
課
事
業
税
間
税
係
☎
０
１
５
４


９
１
６
１
ま
で
。ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ�

http://w
w
w
.eltax.jp/
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公募対象住宅一覧表
月額住宅料建設年度 規　模 戸　数 備　考団　地　名　・　構　造

注１　※については、管理費が毎月200～3,000円程度かかります。ただし、団地により異なります。
注２　場合によっては募集状況を変更することがありますので、あらかじめご了承願います。

入居者を募集します町 宅住営
　役場では、次の期間で町営住宅入居者を募集します。入居者は、条件を備えている方から、困窮度などに応じて
決定します。
▶受付期間／12月１日㈭〜12月８日㈭（土・日曜日を除く）
▶受付窓口／役場建設課管理係・川湯支所
▶入居時期／12月下旬〜１月上旬の予定
▶入居敷金／住宅料（月額）の３倍の額（緑団地単身者用は住宅料の２倍の額）
※�入居要件、入居基準など、詳しくはお問い合わせください。
※�入居しようとする方、同居しようとする親族などが暴力団員である場合は、入居が認められません。
❑問い合わせ先／役場建設課管理係☎４８２‐２９４１（課直通）まで。

20,700〜30,900円Ｈ３ ３ＤＫ １※緑団地（中層耐火４階建） 71.60㎡（３階）

釧 路 司
法

書士会会
員

土地・建物の売買・相続や
会社の登記は司法書士へ

司法書士　宮越召一事務所

事務所／標茶町開運2-35　　　☎４８５-２１０７
　　　　　　　　　　　　　　FAX４８５-２１０８

（広告）

司法書士　宮 越　召 一
司法書士　大 平　明 夫

※入園対象／０〜５歳児（平成29年４月１日現在）

▼ �申請書類配布・受付場所／役場福祉こども課児童福祉係、おひさま保育園、川湯保育園

▼ �保育料／平成28年度分町民税額により決定。

▼ �入所基準／保護者いずれも（保護者と同居していない場合には児童の面倒を見ている方）が、次のいずれかの事
情にある場合。
　①�仕事をしている。（フルタイム、パートタイム、居宅内の労働など、基本的に全ての就労を含む）
　　※�フルタイムかパートタイムかによって「保育標準時間利用」と「保育短時間利用」に区分されます。
　�②母親が妊娠中であるか、出産後間もない。
　③�病気や負傷をしている、または心身に障がいがある。
　�④同居、または長期入院している親族の介護や看護を行っている。
　�⑤�震災や風水害、火災などの被害を受け、住居を失ったり破損したりして、復旧中である。
　�⑥�求職活動（起業準備を含む）をしている、または就学（職業訓練校などでの職業訓練を含む）している。
　⑦児童の家庭で、ドメスティックバイオレンスや虐待の恐れがある。
　⑧育児休業取得中に、既に保育を利用している児童がいて、継続利用が必要である。
　⑨その他、上記に類する状態にあると町長が認めた場合。
❑�問い合わせ先／役場福祉こども課児童福祉係☎４８２‐２９２１（課直通）、おひさま保育園☎４８２‐２４４４
または☎４８２‐１０８７、川湯保育園☎４８３‐２５３７まで。

おひさま保育園
川湯保育園

泉１丁目11番１号
川湯温泉４丁目３番１号

120人
名　前 所　在　地 定員

45人

　役場福祉こども課では、平成29年度に保育園入園を

希望される児童の申し込みを受け付けています。

❑受付期間／12月30日㈮まで
※�受付期間終了後に入園を希望される場合は、ご相談くださ
い。また、平成28年度、出産後に入園の予定がある方は、事
前にお知らせください。

各保育園の定員

保育園の入園を受け付けます!!

（広告）

寄
附
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま

し
た

❑
摩
周
さ
く
ら
歌
謡
教
室

　
　

会
長　

橋　

本　
　

聖　

様

　

▼
現
金　

３
万
円�

　

�

町
の
た
め
に
役
立
て
て
ほ
し
い
。

❑
ふ
る
さ
と
納
税　

64
件

　

▼�

現
金　

合
計
１
９
１
万
５
千
円�

❑
匿
名　

様

　

▼�

姿
見�　

２
枚

　

�

摩
周
観
光
文
化
セ
ン
タ
ー
で
役
立

て
て
ほ
し
い
。

❑
畑　
　

光　

昭　

様（
東
京
都
）

　

▼�

サ
ト
イ
モ　
　

８
㌔
㌘�

　

▼�

サ
ツ
マ
イ
モ　

33
㌔
㌘

　

�

老
人
ホ
ー
ム
倖
和
園
の
利
用
者
に

食
べ
て
ほ
し
い
。

ご存じですか 季節労働者等資格取得促進事業
　季節労働者の方などの通年雇用化を目的に、新規に資格を取得した方に対し、費用の一部を補助しています。

▼補助対象者
　本町に居住し、住民登録をしている方
　町税などを滞納していない方
　取得した資格を活用し、町内の事業所で働く方

▼補助対象事業／補助金額
　①�釧路地域通年雇用促進支援協議会が実施する季節労働者資格取得事業に該当するもの（当該年度または前年
度に雇用保険の短期雇用特例求職者給付の受給資格を得て、現在、雇用保険の一般被保険者でないこと）／受
講料などの10分の２か５万円のいずれか低い額

　②介護職員初任者研修課程を修了するもの／受講料などの10分の５か８万円のいずれか低い額
　③その他、町長が必要と認める通年雇用化に結びつく資格取得事業／町長が必要と認める額
❑�問い合わせ先／役場観光商工課商工振興係☎４８２‐２９４０（課直通）まで。

おわびと訂正
　広報てしかが11月号に誤りがありました。
　謹んでおわびし、次のとおり訂正させていただきます。
２ページ　下から14行目
　　（誤）課税課自動車税係　　　（正）納税課納税第二係
　　　　☎０１５４９１６４　　　☎０１５４９１７２
２ページ　下から11行目
　　（誤）課税課事業税係　　　　（正）課税課事業税間税係
４ページ　下から28行目
　　（誤）㈱摩周ハイヤー　　　　（正）㈲摩周ハイヤー
　　　　☎４８２‐２４８５　　　　��☎４８２‐３９３９
５ページ　下から４・８・11行目　弟子屈町社会福祉協議会
　　（誤）☎４８２‐２０５４　　��（正）☎４８２‐１０５４
❏役場福祉こども課☎４８２‐２９２１（課直通）


